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パブリック・コメント結果 
案件名 第 2 次越前市男女共同参画プラン（案）について 
実施期間 平成２８年１２月１５日（木）～ 平成２９年１月１３日（金）まで 
趣旨 平成１９年度に策定した市男女共同参画プランが平成２８年度末で

終了します。 
このプランは、国・県の「男女共同参画社会基本法」、「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律」及び「市男女共同参画推進条例」

に規定する基本計画として位置づけられるものです。改定に当たって

は、現プランの検証と市民意識調査を行い、１０年間を見通した目標と、

今後５年間に実施する施策の基本方針と具体的な取組みをまとめまし

た。 
あらゆる分野での男女共同参画を実現していくため、市民と行政が一

体となって総合的に本プランを推進していきます。 
意見提出者数 
（件数） 

３人（２６件） 
 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 未記入 合計 
男性    1   1 
女性    1   1 

未記入      1 1 
合計    2  1 3 

 

意見に対する回答 以下のとおり 
 

No 
年齢 
性別 

該当する箇所 ご意見の要旨 越前市の回答 

1 ５６歳 
女 

数値目標 ① 
女性創業者の育成 
  市の創業支援機

関の支援を受

け、市内で創業

した女性の延べ

人数 
 実績   ８人 
 目標値 ２０人 
 
 
 
 

数値目標の意味が理解しにく

い。 

設定した目標数値の根拠を示

してほしい。 

 

本プラン（案）の策定

にあたっては、市総合戦

略の主な施策との整合

性を図るため、女性の起

業支援に係る数値目標

を新たに設定しました。 
市内の創業支援機関

の支援を受け、市内で創 

業した女性は平成２７

年度に４人、２８年度は

４人を見込んでおり、４

人×５年間（平成２９年

度から平成３３年度ま

で）で２０人増加するこ

とを目標としました。 
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２  数値目標 ② 
自治振興会の女性

役員の参画   
１７振興会での

女性役員会長、

副会長、事務局

長 ） 登 用   

該当地区 /１７

地区 
実 績 82.4％ 
目標値 100％ 

現状の実績数値が高いのに目

標とする必要があるのか。女性

役員の増加を目指すのであれ

ば、全体数に対して女性役員の

割合としてはどうか。また、数

値目標の変更できるのであれ

ば、設定した目標に向かい継続

的に取り組んでもらいたい。 
 

自治振興会全役員に

対する女性の割合とし、

地域における女性役員

の増加を目指します。 

３  数値目標 ④ 
越前市の「特定事

業主行動計画」に

おける目標の達成 
実績 
目標値 100％ 

目標の項目内容を具体的に示

してほしい。 
市の「特定事業主行動

計画」における主な数値

目標を明示します。 

４  数値目標 ⑤ 
市附属機関等委員

への女性の参画 

 女性の登用率

40％を達成し

た附属機関等の

割合 
実績  41.0％ 
目標値 45.0％ 

国の統一的な指針に合わせ全

体数に対する女性委員の割合と

すべきではないか。他市との比

較という点でもわかりやすい。 
 素直に目標を表示し、地道に

その目標に向かい努力をしてい

くことこそが必要だと思う。目

標値の設定をむやみに変更する

必要はなく、継続することが大

事だと思う。 

他市との比較や国の

進捗状況のとらえ方で

ある、附属機関等におけ

る女性の登用率（女性委

員／附属機関等委員）と

します。 
 

５ ５５歳 
男 

 この１０年間の成果について

触れられていないが、男性の家

事等への参加や女性の育児休暇

取得、地域でも女性役員が増え

たりしているので、男女共同参

画は徐々にではあるが、進んで

いると思うので、評価するべき

だと思う。その上で、次のステ

ップへ進むためのプランである

ことを明確にした方がいいと思

う。 

本プラン（案）は、社

会情勢や意識調査の結

果を踏まえ策定してお

ります。ご意見のとお

り、男女共同参画意識の

醸成は着実に進んでい

ますので、今後とも男女

共同参画社会の推進に

努めます。 
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６ 
 

団体  「女性を輝かせる」ための計

画でなく、「性別を問わず一人一

人が輝ける」ための計画であっ

てほしい。この計画が全体を通

して、「越前市総合戦略 女性が

輝くモノづくりのまち」の実現

を目指すあまり、女性が結婚・

出産・子育てをしやすいことが

第一であるように感じます。も

ちろんそれらを望む女性がそれ

らをしやすい社会であることは

重要ですが、それらを望まない

人に対して強要となってしまわ

ないか心配です。「女性のため」

ではなく、“少数派”を含む「一

人一人のため」の計画であって

ほしいと思いますし、男女と表

記してしまうことで、この表現

から漏れてしまう人がいます。

性別にかかわらず、一人ひとり

を尊重できるような表現にして

ほしいと思いますので、「男女の

活動や生き方が…」を「一人ひ

とりの活動や生き方が…」に、

「男女が互いに優れた特性を認

め合い、」を「一人ひとりの個性

を認め合い、」に変更してくださ

い。 

本プラン（案）では、

基本目標Ⅰの男女平等

と人権の尊重において、

「個人の尊厳のもと、一

人ひとりが個人として

尊重され、あらゆる差別

や偏見による不平等な

扱いを受けることなく、

自由に能力を発揮でき

る社会を目指します。」

と謳っており、全ての

人々が個人として尊重

され、相互に共存し得る

社会の実現を目指して

おります。 
なお、本プラン(案)は、

男女共同参画社会基本

法等に基づき策定しま

すので、「男女の」「男女

が互いに」としておりま

す。 
 

「越前市総合戦略」は、男女

比のアンバランスが非婚化の一

因となっているという分析によ

り、女性の移住・定住を目指す

ものと認識しておりますが、市

総合戦略が結婚・出産を選ばな

い市民に対して強制力とならな

いよう願っています。そのため、

男女共同参画プランはこの総合

戦略と整合性を図るのではな

く、均衡を図ってほしいと考え

本プラン（案）では、

基本目標Ⅰに「個人の尊

厳のもと、一人ひとりが

個人として尊重され、あ

らゆる差別や偏見によ

る不平等な扱いを受け

ることなく、自由に能力

を発揮できる社会を目

指します。」と謳ってお

り、全ての人々が個人と

して尊重され、相互に共
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ます。具体的には、この総合戦

略の着実な推進を図るのではな

く、ひとりで生きる人、婚姻関

係のないパートナーと暮らす

人、ひとり親世帯、同性カップ

ルで暮らす人など、多様な生き

方を尊重するものであってほし

いと考えます。 

存し得る社会の実現を

目指しております。 
 

誰もが差別を受けることなく

平等に暮らせることが、男女共

同参画社会の根底にある基本的

な理念と考えますので、男女の

社会進出だけでなく、様々な人

権課題について広く市民に啓発

し、人権課題に関する教育の推

進を行っていただきたいと思い

ます。そのため、まずは計画の

推進体制をとる男女共同参画審

議会、男女共同参画推進会議、

男女平等オンブッド、男女共同

参画推進委員会・ワーキンググ

ループ、男女共同参画センター

の方々に向け、研修会等で正し

い知識を知る、考える機会をも

っていただきたいと考えます 
 

市では、新採用職員を

対象にＬＧＢＴを支援

するＮＰＯ法人の方を

講師に招き、研修会を実

施したほか、市職員が仁

愛大学に出向き、学生に

対し、ＬＧＢＴについて

正しい知識を深める講

義を行っております。 
今後も、全ての人が安

心して生きがいを持っ

て暮らせる社会を実現

するため、国や県と連携

しながら、市ホームペー

ジ、広報紙や講演会など

を通じて正しい知識や

情報を広く啓発してま

いります。 
女性が働く上での負担を減ら

し両立をしやすいようにするこ

とと、役割意識に縛られてしま

っている男性の意識の改善も重

要ですが、そもそも「性別を問

わず働き方の改善」がないと難

しいのではないでしょうか。性

別を問わず、両立のしやすいワ

ークライフバランスの確立を目

指していただきたいと考えま

す。 

市の「特定事業主行動

計画」では、超過勤務の

縮減、休暇の取得の推進

等の男女を通じた働き

方改革への取組みを掲

げており、本プラン（案）

では、この「特定事業主

行動計画」の達成を数値

目標の一つにしており

ますので、このような観

点に立ってワーク・ライ

フ・バランスの確立に努

めてまいります。 
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「女性であること」が理由の

登用・管理職への抜擢等は、本

人の能力・意思とのミスマッチ

を生みます。また、男性にとっ

ての機会損失にもなり得るので

はないでしょうか。「女性である

こと」が理由で登用されないこ

とは明らかな差別でありあって

はならないことですが、同様に

「女性であること」のみが理由

での登用もあってはならないと

考えます。 

女性職員の管理職へ

の登用につきましては

積極的に推進し、行政施

策における女性の参画

の拡大に努めておりま

す。 

７  基本目標 基本目標の追加について 
ＬＧＢＴなどの性的マイノリ

ティの問題は、近年ようやく注

目され始めている問題です。２

０～３０人に１人いると言われ

ており、身近にいるはずですが、

いないものとされているのが現

状です。性的マイノリティに関

わる問題は、生まれたときから、

亡くなるまでどの場面において

も発生してきます。教育、就労、

パートナーとの暮らし、子育て、

老後など、さまざまな問題があ

ります。自殺念慮も高い傾向に

あり、命にかかわる問題ですの

で、性的マイノリティの問題を

基本目標の一つとして設定して

いただきますようお願いしま

す。 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

でありますので、男女共

同参画の視点から基本

目標を設定しておりま

す。 
なお、性的マイノリテ

ィにつきましては、国や

県と連携して、相談窓口

のＰＲや市民の正しい

理解が得られるよう、今

後も取り組みを進めて

まいります。 

８  基本目標Ⅰ 男女

平等と人権の尊

重 

基本目標Ⅰの中の課題の一つ

として、「相談体制の充実」を新

たに入れてください。特にＬＧ

ＢＴの方は、相談をしたくても

どこに相談すればよいか分から

ない、誰が話を理解してくれる

かわからないなどという理由で

必要な支援につながらないこと

ＬＧＢＴにつきまし

ては、市のホームページ

に掲載するほか、各種の

相談につきましては、市

広報紙などで周知を行

っておりますが、今後と

も、相談窓口の充実や周

知に努めてまいります。 
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があります。性別や性的指向、

性自認、性別違和等を理由とし

て社会的に困難な思いをしてい

る人々からの相談を含め、相談

に対応してください。多様な性

について知識のある相談員の設

置をお願いします。また、越前

市内の相談機関との連携だけで

なく、県や国の相談機関との連

携の強化もしてください。 
９  ４.基本目標と課題 

基本目標Ⅰ 男女

平等と人権の尊

重 

「一人ひとりが人間として尊

重され」を「一人ひとりが個人

として尊重され」に変更してく

ださい。 

「一人ひとりが個人

として尊重され」に変更

します。 
  

「あらゆる差別や偏見による

不平等な扱いを受けることな

く、」の表記中の、「あらゆる差

別」具体的な差別について明記

してください。例：性自認、性

的指向、人種、信条、性別、国

籍、障がいの有無など。具体的

に表記することで、市民の皆さ

んが改めて認識することができ

ると思います。 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

で、あらゆる分野で男女

共同参画を推進してい

くための行動計画とし

て、課題等で差別の解消

に向けた施策を記載し

ております。 

１０  課題１ 男女平

等意識の確立

と多様な選択

を可能にする

教育の推進 

「多様な選択」の中に、性的

マイノリティの視点を入れてく

ださい。「男は仕事、女は家庭」

という表記から、結婚している

男女のみを想定されていると思

われます。結婚をしない選択を

する方や、法律婚できない同性

カップル、その他さまざまな家

族の形があることを表記してく

ださい。 

本プラン（案）の策定

にあたり、市民意識調査

を実施しましたが、夫婦

の役割に関して、性別に

よる分業意識が根強く、

「生活費を得る」に関し

ては夫の役割、「日常の

家事」、「日常の買い物な

どの家計管理」に関して

は、妻の役割であると考

える人の割合が男女と

もに高いとう結果を課

題としたものでありま

す。 
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１１  課題１ 男女平

等意識の確立

と多様な選択

を可能にする

教育の推進 

多様な選択を可能にする教育

について、固定的な性別による

役割分担意識解消が目的の幼少

期からの男女平等意識教育だけ

でなく、性的指向、性自認や性

別違和についてなど、ＬＧＢＴ

などの多様な性に関する教育や

相談体制の充実を行ってくださ

い。具体的には、生徒に対して

教育を行うだけでなく、子ども

と関わる大人側も正しい知識を

持つために全教職員に対して研

修を行ってください。悩んでい

る子どもがいる場合、安心して

相談できるような雰囲気づくり

をしてください。また、学校内

の廊下や保健室に、大阪市淀川

区が公開している「多様な性に

関する啓発展示パネル」を掲示

するなどして性的マイノリティ

の生徒も当たり前に居て良いと

いうことを常時伝えるようして

ください。 
 

学校では、生徒指導や

人権教育の側面から、Ｌ

ＧＢＴに限らず、いじめ

や差別を行わないよう、

指導を行っており、教育

相談体制を充実させ、個

別の悩みや不安に担任、

養護教諭、スクールカウ

ンセラー、さらには外部

の相談機関を紹介する

などして、専門的な分野

の方が状況や相手に応

じて対応できるように

しております。 
また、小学校では、思

春期の不安や悩みへの

対処等、中学校では、性

との向き合い方や心の

発達等に関する学習を

しておリ、その際、発達

の時期や程度には人に

よって違いがあること

が理解できるように指

導することに留意して

います。 
なお、昨年度、各小中

学校の養護教諭を対象

に、性的マイノリティの

理解を促す研修を実施

しております。 
１２  課題１ 男女平

等意識の確立

と多様な選択

を可能にする

教育の推進 

学齢期の子ども以外にも広く

市民に多様な性について知って

もらえるよう啓発を行ってくだ

さい。特に市民の生活に関わる

行政職員も多様な性に関する知

識を持つ必要がありますので、

行政職員への研修や啓発を行っ

てください。 

市では、新採用職員を

対象にＬＧＢＴを支援

するＮＰＯ法人の方を

講師に招き、研修会を実

施したほか、市職員が仁

愛大学に出向き、学生に

対し、ＬＧＢＴについて

正しい知識を深める講

義などを実施しており



 
様式２（計画用） 

ます。 
今後も、全ての人が安

心して生きがいを持っ

て暮らせる社会を実現

するため、国や県と連携

しながら、市ホームペー

ジ、広報紙や講演会など

を通じて正しい知識や

情報を広く啓発してま

いります。 
1３  課題２ パート

ナーに対する

あらゆる暴力

の根絶 

ＤＶについては、同性カップ

ルにおいても起こる問題ですの

で、同性間のＤＶについても表

記してください。また、暴力の

未然防止と根絶だけでなく、被

害を受けた場合にすぐ相談でき

るよう、相談体制の充実も行っ

てください。 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

で、あらゆる分野で男女

共同参画を推進してい

くための行動計画であ

り、デートＤＶ等を記載

しておリます。 
なお、相談窓口を設け

ておりますが、今後とも

充実に努めてまいりま

す。 
1４  課題３ 女性特

有の健康と権

利の尊重 
 

「女性特有の健康と権利の尊

重」を「性と生殖に関する権利

と健康」に変更してください。

「女性が自分の体について、自

分で決めることは人生の選択肢

を広げる基礎である」を「すべ

てのカップルと個人が、自分た

ちの子どもの数、出産間隔、出

産する時期を自由にかつ責任を

もって決定でき、そのための情

報と手段を得ることができると

いう基本的権利を尊重します」

という表記にしてください。 
これはリプロダクティブヘル

ス/ライツに関わるもので、生殖

システム及びその機能と活動過

程のすべての側面において、単

「女性特有の健康と

権利の尊重」という点に

ついて、男女の身体的差

異は生まれてから死ぬ

まで差異がありますの

で、生涯を通じた女性特

有の健康保持増進対策

の推進を継続いたしま

す。また、この差異はリ

プロダクティブヘルス/
ライツに関わるもので

ありますので、「女性が

自分の体について、自分

で決めることは人生の

選択肢を広げる基礎で

ある」と記載したもので

す。 
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に疾病、障害がないというばか

りでなく、身体的、精神的、社

会的に完全に良好な状態である

ために、権利の尊重と健康の維

持のための対策を推進するとい

う考えをもっていただきたいと

思います。人々が安全で満ち足

りた性生活を営むことができ、

生殖能力を持ち、子どもを持つ

か持たないか、いつ持つか、何

人持つかを決める自由をもてる

ことが重要であり、妊娠、出産

を選択しない女性もいるので、

市が妊娠、出産を強制すること

のない表現としてください。 

 
 
※リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツ  
「性と生殖に関する

健康と権利」と訳してい

る。女性が生涯にわたっ

て身体的・精神的・社会

的に良好な状態にある

ことと、そして、妊娠・

出産・中絶に関わる女性

の生命の安全や健康を

重視し、女性の自己決定

権を認めようというこ

とを意味する。 
１５  基本目標Ⅱ 社会

における制度・

慣行についての

配慮 

「男女が互いに優れた特性を

認め合い」を「性別にとらわれ

ず、一人ひとりが個性を認め合

い」に変更してください。 
課題１ 地域における制度・

慣行の見直し 
「男女が共に固定的役割意識

にとらわれず」を「性別による

固定的役割意識にとらわれず」

に変更してください。 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

でありますので、「男女」

と記載しております。 

1６  課題２ 雇用等

における均等

な機会と待遇

の確保 

「女性の就労と家事・育児・

介護、地域活動や社会活動との

両立（中略）「女性が輝くモノづ

くりのまち」を目指します」に

ついて、冒頭で「女性の」と明

記してしまうことで家事や育児

が女性のものであるというよう

に感じてしまうので、「女性の」

という表現を削除してくださ

い。また、男性の就労について

の視点が無いので、男性の育休

取得率の向上などについても触

れていただき、性別にかかわら

ずに均等な機会と待遇の確保を

本プラン（案）の策定

にあたり、市民意識調査

を実施しましたが、本市

では、就労面での女性の

参画が進んでいる一方

で、家事、育児、介護等

に関しては、女性の役割

だという意識が根強い

という結果を課題とし

たものであります。 
また、本市の「特定事

業主行動計画」では、男

女を問わず、希望に応じ

た育児休業の取得１０
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図ってください。 ０％の維持を掲げてお

り、本プラン（案）では、

この「特定事業主行動計

画」の達成を数値目標の

一つにしております。 

1７  基本目標Ⅲ 政策

等の立案及び決

定への共同参画 

「男女がともに参画し、」を

「一人ひとりが参画し、」に変更

してください。 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

でありますので、「男女」

と記載しております。 

１８  課題２ 男女共

同参画の視点

からの防災 

女性や子育て世代の視点のみ

の表記になっているので、性的

マイノリティ、障がい者、高齢

者、外国籍の方の視点も追加し

てください。また、東日本大震

災においては被災した性的マイ

ノリティ当事者が、避難所や仮

設住宅で暮らしていけるか、同

性カップルは家族として認識し

てもらえるのかと不安を感じた

そうです。多様な性、多様な家

族の形のかたが安心して暮らせ

るよう、啓発、制度の充実をお

願いします。 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

でありますので、男女共

同参画の視点から記載

しております。 
なお、性的マイノリテ

ィ等の防災につきまし

ては、市の防災計画等で

対応してまいります。 

１９  課題３ 人材育

成 
「男女の平等な参画を」を「一

人ひとりの平等な参画を」に変

更してください。 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

でありますので、「男女」

と記載しております。 
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２０  基本目標Ⅳ 
 家庭と仕事の両立

と地域活動等への

積極的な参加 
課題１ 仕事と

家庭の両立支

援と働き方の

見直し 

「男女が共に継続して就業で

きるよう」を「一人ひとりが継

続して就業できるよう」に変更

してください。 
女性にとっての課題のみが書

かれているので、男性にとって

の課題も明記してください。

例：育休取得率が低いこと、長

時間労働など 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

でありますので、「男女」

と記載しております。 
また、本市の「特定事

業主行動計画」では、超

過勤務の縮減、休暇の取

得の推進等の男女を通

じた働き方改革への取

組みを掲げており、本プ

ラン（案）では、この「特

定事業主行動計画」の達

成を数値目標の一つに

しております。 
 

２１  課題２ 子育て

支援の充実 
「女性の社会進出による共働

き家庭やひとり親家庭の増加な

どにより、子どもや子育て家庭

を取り巻く環境は大きく変化」

について、「共働き家庭や」の後

を「ひとり親家庭の増加や多様

な家族の在り方や同性カップル

で子育てをする方などにより、」

に変更してください。 
「男女がともに子育てと仕事

を両立することができるよう」

について、想定されているのが

結婚している男女と読めるの

で、「同性カップルやひとり親な

ど、様々なバックグラウンドを

持った方が子育てと仕事を両立

することができるよう」と変更

してください。 
 
 

本プラン(案)は、男女

共同参画社会基本法等

に基づき策定するもの

でありますので、男女共

同参画の視点から記載

しております。 
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２２  課題４ 安心し

て暮らせる環

境整備 

基本目標Ⅳの中に課題４は不

適当だと思われるので、 基本

目標Ⅰ 男女平等と人権の尊重

の中の課題の１つとして盛り込

んでください。 
「男女一人ひとりの人権が尊

重され」を「一人ひとりの人権

が尊重され」に変更してくださ

い。 
「高齢者や障がい者であるこ

とで困難を抱えている人がいま

す」について、そのような特性

をもつ「人」であることが困難

と読み取れ、差別的な意味合い

を感じます。「高齢であること、

障がいをもっていることで困難

を抱えている人がいます」に変

更してください。 
 

「基本目標Ⅳ 家庭

と仕事の両立と地域活

動等への積極的な参画」

では、活力ある社会づく

りに向けた施策の一つ

として、「安心して暮ら

せる環境整備」を課題の

一つとし、誰もが家庭や

地域で安心して暮らし

ていけるように施策を

実施していこうとする

ものです。 
また、本プラン(案)は、

男女共同参画社会基本

法等に基づき策定する

ものでありますので、男

女共同参画の視点から

記載しております。 
なお、「高齢者や障が

い者であることで困難

を抱えている人がいま

す」は、「高齢であるこ

と、障がいをもっている

ことで困難を抱えてい

る人がいます」に変更し

ます。 
２３  基本目標Ⅴ 国際的

協力 
交流の促進や国際的協力な

ど、外国人の支援のための目標

になっていないと感じます。特

に、課題２ 国際的協力と貢献

については、国際的な人材を育

成するための課題になっている

ように読み取れます。 

本市は外国人が多く

居住しておりますが、男

女共同参画社会基本法

には「男女共同参画社会

の形成の促進が国際社

会における取組と密接

な関係を有しているこ

とに鑑み、男女共同参画

社会の形成は、国際的協

調の下に行われなけれ

ばならない。」と規定さ

れており、この基本理念

に沿って「国際的協力」



 
様式２（計画用） 

を基本目標としており、

各種施策を実施してま

いります。 

２４  数値目標 数値目標の設定について 
女性側の数値目標が多いの

で、男性側の数値目標も設定し

てください。また、女性の参画

の数値目標を設定することによ

り、女性だからという理由で本

人の希望や能力にそぐわない、

無理な登用が行われないようし

っかりと精査してください。 

本市の「特定事業主行

動計画」では、超過勤務

の縮減、休暇の取得の推

進等の男女を通じた働

き方改革への取組みを

掲げており、本プラン

（案）では、この「特定

事業主行動計画」の達成

を数値目標の一つにし

ておりますので、このよ

うな観点に立ってワー

ク・ライフ・バランスの

確立に努めてまいりま

す。 
また、女性職員の管理

職への登用につきまし

ては積極的に推進し、行

政施策における女性の

参画の拡大に努めてま

いります。 
２５  男女共同参画推進会 

議 
委員は各地区自治振興会の代

表、企業の代表で構成されると

のことですが、各自治振興会の

代表だと、全体の年齢構成が高

齢になりがちだと思われます。

このプランは若い世代に重点を

置いていると思われるので、若

い方の意見も反映されるよう、

年齢構成のバランスを考えた委

員構成をお願いします。 
 

市男女共同参画プラ

ンについて、必要な事項

を調査・審議した男女共

同参画審議会には、大学

生や国際交流協会代表

等が委員となっており

ますので、市男女共同参

画プランに基づく施策

を市民に浸透させるた

めの活動をしていただ

く男女共同参画推進会

議委員につきましても、

幅広い年齢層の方々に

参画していただけるよ

うに努めてまいります。 
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２６  男女共同参画センタ 
ー 

男女共同参画の拠点施設なの

で、ＬＧＢＴなどの性的マイノ

リティ関連の情報の提供、啓発、

講座の開催、交流の場の提供を

してください。また、男女共同

参画に関する意識調査の実施、

関係情報の収集等により、問題

点及び課題を把握し、男女共同

参画の推進に関する施策に反映

させるとともに、年次報告及び

各種関係情報をインターネット

等により適時に広く市民に提供

してください。 

男女共同参画センタ

ーは、男女共同参画社会

推進の拠点施設として、

情報収集及び提供、講座

等の開催及び啓発、市民

活動の支援及び交流の

場の提供等に関する業

務を行っており、今後と

も、さらなる充実に努め

てまいります。 

 


